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○ 愛 媛 県 告 示 第 2 8 0 号  

漁 業 法 （ 昭 和 2 4 年 法 律 第 2 6 7 号 ） 第 1 4 条 第 ９ 項 の 規 定 に 基 づ き 、

愛 媛 県 資 源 管 理 方 針 （ 令 和 ２ 年 1 2 月 愛 媛 県 告 示 第 1 2 8 8 号 ） を 次 の と

お り 変 更 し た 。  

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日  

               愛 媛 県 知 事  中  村  時  広  

１  資 源 管 理 に 関 す る 基 本 的 な 事 項  

(１)  本 県 の 水 産 業 の 状 況  

本 県 の 水 産 業 は 、 令 和 ５ 年 に は 生 産 量 で 1 3 6 , 5 7 1 ト ン 、 生 産

額 は 1 , 0 8 6 億 円 に 上 り 、 全 国 で も 上 位 に 位 置 し て い る 。 ま た 、

同 年 に お け る 漁 業 経 営 体 数 は 2 , 7 3 6 経 営 体 で あ り 、 水 産 業 は 、

多 く の 沿 岸 地 域 に お い て 中 核 的 な 産 業 と な っ て い る 。 こ の よ う

に 水 産 業 は 、 本 県 の 均 衡 あ る 発 展 の た め に も 極 め て 重 要 な 産 業

で あ り 、 今 後 と も 水 産 業 の 振 興 を 図 っ て い く た め に は 、 水 産 資

源 を 適 切 に 管 理 し 、 合 理 的 に 利 用 し て い く こ と が 必 要 で あ る 。  

(２)  本 県 の 責 務  

本 県 は 、 漁 業 法 （ 以 下 「 法 」 と い う 。） 第 ６ 条 の 規 定 に 基 づ

き 、 国 と と も に 資 源 管 理 を 適 切 に 実 施 す る 責 務 を 有 す る 。 こ の

た め 、 国 と 協 力 し つ つ 、 本 県 の 管 轄 す る 水 面 の 資 源 調 査 、 資 源

評 価 及 び 資 源 管 理 を 行 う と と も に 、 法 第 1 0 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 必 要 と 認 め る と き は 、 農 林 水 産 大 臣 に 対 し 、 資 源 評 価 が

行 わ れ て い な い 水 産 資 源 に つ い て 資 源 評 価 を 要 請 す る も の と す

る 。  

２   特 定 水 産 資 源 ご と の 知 事 管 理 区 分  

知 事 管 理 区 分 は 、 特 定 水 産 資 源 ご と に 漁 獲 量 の 管 理 を 行 う た め 、

知 事 が 設 定 す る 管 理 区 分 で あ り 、 管 理 区 分 ご と に 少 な く と も 以 下

の 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

(１)  水 域  

(２) 対 象 と す る 漁 業  

(３) 漁 獲 可 能 期 間  

３  特 定 水 産 資 源 ご と の 漁 獲 可 能 量 の 知 事 管 理 区 分 へ の 配 分 の 基 準  

(１) 漁 獲 可 能 量  

漁 獲 可 能 量 の 知 事 管 理 区 分 へ の 配 分 の 基 準 は 、 漁 獲 実 績 を 基

礎 と し 、 当 該 特 定 水 産 資 源 を 漁 獲 対 象 と す る 漁 業 の 実 態 そ の 他

の 事 情 を 勘 案 し て 、 特 定 水 産 資 源 ご と に 定 め る こ と と す る 。  

(２) 留 保 枠 の 設 定  
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年 に よ っ て 異 な る 漁 場 形 成 の 変 動 や 想 定 外 の 来 遊 等 に 対 応 す

る た め 、 特 定 水 産 資 源 ご と に 漁 獲 可 能 量 に 留 保 枠 を 設 け る こ と

が で き る こ と と す る 。  

(３) 数 量 の 融 通  

年 に よ っ て 異 な る 漁 場 形 成 の 変 動 や 想 定 外 の 来 遊 等 に よ り 生

じ る 、 そ れ ぞ れ の 知 事 管 理 区 分 に 配 分 し た 数 量 の 過 不 足 が 、 漁

業 者 及 び 関 連 業 者 に 与 え る 影 響 を 緩 和 す る た め 、 (1)及 び (２)の 規

定 に 基 づ く 配 分 後 の 関 係 団 体 に よ る 要 望 及 び 知 事 管 理 区 分 ご と

の 知 事 管 理 漁 獲 可 能 量 の 消 化 状 況 を 踏 ま え て 、 知 事 管 理 区 分 間

に お け る 数 量 の 融 通 を 可 能 な 範 囲 で 行 い 、 そ れ ぞ れ の 知 事 管 理

区 分 に 配 分 す る こ と で 、 当 該 影 響 の 緩 和 に 努 め る も の と す る 。  

４  知 事 管 理 区 分 ご と の 漁 獲 量 の 管 理 の 手 法  

知 事 管 理 区 分 ご と の 漁 獲 量 の 管 理 の 手 法 は 、 漁 獲 割 当 て に よ る

管 理 を 基 本 と す る 。 そ れ 以 外 の 知 事 管 理 区 分 に つ い て は 、 漁 獲 量

の 総 量 の 管 理 を 行 う が 、 科 学 的 知 見 の 蓄 積 、 漁 獲 量 等 の 報 告 体 制

の 整 備 等 が 整 っ た も の か ら 、 順 次 、 漁 獲 割 当 て に よ る 管 理 に 移 行

す る も の と す る 。  

５  漁 獲 可 能 量 に よ る 管 理 以 外 の 手 法 に よ る 資 源 管 理 に 関 す る 事 項  

(１) 特 定 水 産 資 源  

特 定 水 産 資 源 に つ い て は 、 資 源 管 理 基 本 方 針 （ 令 和 ２ 年 1 0 月

農 林 水 産 省 告 示 第 1 9 8 2 号 ） に 即 し て 、 当 該 特 定 水 産 資 源 ご と の

資 源 管 理 の 目 標 の 達 成 に 効 果 が あ る と 認 め る 場 合 に は 、 小 型 魚

の 漁 獲 を 避 け る た め の 網 目 等 の 漁 具 の 制 限 等 、 漁 獲 可 能 量 に よ

る 管 理 以 外 の 管 理 手 法 を 活 用 し 、 漁 獲 可 能 量 に よ る 管 理 と 組 み

合 わ せ て 資 源 管 理 を 行 う も の と す る 。  

ま た 、 当 該 特 定 水 産 資 源 の 採 捕 を す る 者 に よ る 法 第 1 2 4 条 第

１ 項 の 協 定 の 締 結 を 促 進 し 、 認 定 し た 協 定 を 公 表 す る と と も に 、

当 該 協 定 に 参 加 し て い る 者 自 ら に よ る 当 該 協 定 の 実 施 状 況 の 定

期 的 な 検 証 及 び 取 組 内 容 の 改 良 並 び に こ れ ら の 結 果 の 知 事 へ の

報 告 が 行 わ れ る よ う 指 導 を 行 う も の と す る 。  

(２ )  特 定 水 産 資 源 以 外 の 水 産 資 源  

特 定 水 産 資 源 以 外 の 水 産 資 源 に つ い て は 、 資 源 管 理 基 本 方 針

に 即 し て 、 当 該 水 産 資 源 ご と の 資 源 管 理 の 目 標 の 達 成 に 向 け 、

最 新 の 資 源 評 価 及 び 漁 獲 シ ナ リ オ に よ り 導 か れ る 漁 獲 圧 力 の 管

理 を 適 切 に 行 う た め に 、 必 要 と 考 え ら れ る 資 源 管 理 の 手 法 に よ

る 管 理 を 組 み 合 わ せ て 、 資 源 管 理 を 行 う も の と す る 。  
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法 第 1 1 条 第 ２ 項 第 ２ 号 の 資 源 管 理 の 目 標 を 定 め る に 当 た っ て

必 要 な 資 源 評 価 が 行 わ れ て い な い 場 合 に は 、 当 該 資 源 評 価 が 行

わ れ る ま で の 間 は 、 利 用 可 能 な 最 新 の 科 学 的 知 見 を 用 い て 資 源

管 理 の 方 向 性 を 設 定 す る こ と と す る 。  

ま た 、 当 該 特 定 水 産 資 源 以 外 の 水 産 資 源 の 採 捕 を す る 者 に よ

る 法 第 1 2 4 条 第 １ 項 の 協 定 の 締 結 を 促 進 し 、 認 定 し た 協 定 を 公

表 す る と と も に 、 当 該 協 定 に 参 加 し て い る 者 自 ら に よ る 当 該 協

定 の 実 施 状 況 の 定 期 的 な 検 証 及 び 取 組 内 容 の 改 良 並 び に こ れ ら

の 結 果 の 知 事 へ の 報 告 が 行 わ れ る よ う 指 導 を 行 う も の と す る 。  

６  そ の 他 資 源 管 理 に 関 す る 重 要 事 項  

(１) 漁 獲 量 等 の 情 報 の 収 集  

ア  漁 獲 量 や 漁 獲 状 況 に 関 す る 情 報 は 、 資 源 状 況 や 環 境 変 動 が

資 源 に 与 え る 影 響 等 を 把 握 す る た め に 有 益 で あ り 、 資 源 評 価

の 精 度 を 上 げ る た め に 重 要 で あ る 。 ま た 、 資 源 管 理 措 置 の 遵

守 状 況 の モ ニ タ リ ン グ 等 、 適 切 な 資 源 管 理 を 行 う た め に も 重

要 で あ る 。  

イ  漁 獲 量 等 の 情 報 は 、 法 第 2 6 条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 又 は 第

3 0 条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 漁 獲 可 能 量 に よ る 管

理 と し て 行 う も の の ほ か 、 知 事 許 可 漁 業 の 許 可 を 受 け た 者 に

よ る 資 源 管 理 の 状 況 等 の 報 告 （ 法 第 5 8 条 に お い て 準 用 す る 法

第 5 2 条 第 １ 項 ）、 漁 業 権 者 に よ る 資 源 管 理 の 状 況 等 の 報 告 （

法 第 9 0 条 第 １ 項 ） に お い て も 報 告 が 義 務 付 け ら れ て い る 。 こ

れ ら の 報 告 に よ り 収 集 し た 情 報 を 農 林 水 産 大 臣 へ 報 告 し 、 農

林 水 産 大 臣 及 び 知 事 が 相 互 に 漁 獲 量 等 の 情 報 を 共 有 す る こ と

に よ り 、 適 切 な 資 源 管 理 に 向 け て こ れ ら の 情 報 を 活 用 し て い

く こ と と す る 。  

ウ  ま た 、 こ れ ら の 報 告 に よ る 漁 獲 量 等 の 情 報 の 収 集 の 重 要 性

を 踏 ま え て 、 よ り 迅 速 か つ 効 率 的 に 情 報 を 収 集 す る こ と が で

き る よ う 、 国 と 連 携 し つ つ 、 漁 業 者 や 漁 業 協 同 組 合 、 市 場 等

か ら 漁 獲 量 等 の 情 報 を 電 子 的 に 収 集 ・ 蓄 積 す る シ ス テ ム の 構

築 を 進 め る と と も に 、 デ ー タ を 一 元 的 に 集 約 し 、 用 途 に 応 じ

て 編 集 ・ 処 理 す る こ と で 、 適 切 な 資 源 管 理 に 向 け て こ れ ら の

情 報 の 活 用 が 図 ら れ る よ う に す る 。  

(２)  資 源 管 理 の 進 め 方  

新 た な 資 源 管 理 の 推 進 に 当 た っ て は 、 漁 業 者 そ の 他 の 関 係 者

の 理 解 と 協 力 を 得 た 上 で 、 着 実 に 実 行 し て い く も の と す る 。  

(３) 遊 漁 者 に 対 す る 指 導  
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   遊 漁 者 に 対 し 、 資 源 管 理 基 本 方 針 及 び 愛 媛 県 資 源 管 理 方 針 に

基 づ く 資 源 管 理 の 実 施 に つ い て 協 力 す る よ う 指 導 す る も の と す

る 。  

(４) そ の 他  

   資 源 管 理 の 目 標 を 定 め る に 当 た っ て 必 要 な 資 源 評 価 が 行 わ れ

て い な い 水 産 資 源 に つ い て は 、 当 該 目 標 が 定 め ら れ る ま で の 間

は 、 利 用 可 能 な 最 新 の 科 学 的 知 見 を 用 い て 、 漁 獲 努 力 量 等 の デ

ー タ を 収 集 し て 検 証 を 行 い 、 必 要 に 応 じ 現 行 の 資 源 管 理 の 取 組

内 容 の 改 善 を 図 る 。  

   ま た 、 海 洋 生 物 資 源 の 分 布 、 回 遊 状 況 及 び 内 容 、 当 該 資 源 を

取 り 巻 く 環 境 等 に つ い て の よ り 詳 細 な 科 学 的 デ ー タ 及 び 知 見 を

蓄 積 す る た め 、 愛 媛 県 農 林 水 産 研 究 所 水 産 研 究 セ ン タ ー を 中 心

と し 、 国 及 び 関 係 都 道 府 県 と の 連 携 の 下 、 資 源 管 理 体 制 の 充 実

強 化 を 図 る 。  

７  愛 媛 県 資 源 管 理 方 針 の 検 討  

法 第 1 4 条 第 ８ 項 に 定 め る 場 合 の ほ か 、 直 近 の 資 源 評 価 、 最 新 の

科 学 的 知 見 、 漁 業 の 動 向 そ の 他 の 事 情 を 勘 案 し て 、 お お む ね ５ 年

ご と に 、 こ の 資 源 管 理 方 針 に つ い て の 検 討 を 行 う と と も に 、 こ の

資 源 管 理 方 針 に 記 載 さ れ て い る 個 別 の 水 産 資 源 に つ い て も 、 少 な

く と も ５ 年 ご と に 見 直 し を 行 う も の と す る 。  

８  個 別 の 水 産 資 源 に つ い て の 具 体 的 な 資 源 管 理 の 方 針  

特 定 水 産 資 源 に つ い て の 具 体 的 な 資 源 管 理 の 方 針 は 、「 別 紙 １

の １ ま い わ し 太 平 洋 系 群 」 か ら 「 別 紙 １ の ９ ぶ り 」 ま で に 、 特 定

水 産 資 源 以 外 の 水 産 資 源 （ 法 第 1 1 条 第 ２ 項 第 ２ 号 の 資 源 管 理 の 目

標 を 定 め る に 当 た っ て 必 要 な 資 源 評 価 が 行 わ れ て い な い も の を 除

く 。） に つ い て の 具 体 的 な 資 源 管 理 の 方 針 は 、「 別 紙 ２ の １ か つ お

（ 中 西 部 太 平 洋 条 約 海 域 ）」 に 、 法 第 1 1 条 第 ２ 項 第 ２ 号 の 資 源 管

理 の 目 標 を 定 め る に 当 た っ て 必 要 な 資 源 評 価 が 行 わ れ て い な い 水

産 資 源 の 資 源 管 理 の 方 向 性 は 、「 別 紙 ３ の １ か た く ち い わ し 太 平

洋 系 群 」 か ら 「 別 紙 ３ の 2 1 し ら す 愛 媛 県 海 域 」 ま で に 、 そ れ ぞ れ

定 め る も の と す る 。   

 

  


